
認定こども園（１号認定子ども）・幼稚園に関するＦＡＱ【事業者向け】 （R1.8.24版）

【１．幼児教育・保育の無償化の対象施設・事業について】

No. 事項 問 答

1 教育標準時間

新制度未移行の幼稚園で４時間を超える教育時間を設置
している場合、無償化の範囲をどのように考えればよいで
すか。４時間を超える場合は入園料や保育料を按分すると
いった対応が必要となりますか。

新制度未移行の幼稚園が教育時間を４時間以上としてい
る場合でも、当該教育時間にかかる入園料や保育料が無
償化の対象であり、按分等をする必要はありません。

2 一時預かり事業

２歳児の子どもを対象として幼稚園で行われる、子ども・子
育て支援法に基づく一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）は幼児
教育・保育の無償化の対象になりますか。

保育所等の利用者との公平性の観点から、住民税非課税
世帯の子どもについて、保育の必要性が認められた場合、
月額4.2万円を上限額として子育てのための施設等利用給
付の対象となります。

3 預かり保育事業

預かり保育事業では早朝など延長保育時間に相当するよ
うな時間帯に実施する場合でも無償化の対象となるのです
か。

預かり保育事業を含め子育てのための施設等利用給付
は、利用時間帯ではなく、月額の上限額で支給限度を定め
ており、早朝など延長保育時間に相当する時間帯の利用
であっても、月額上限額の範囲内であれば無償化の対象と
なります。

4 幼稚園のプレスクール

幼稚園において、満２歳児を対象としたいわゆるプレスクー
ル（プレ保育）を実施している場合、その園児は無償化の対
象となりますか。

満２歳児を対象としたいわゆるプレスクール（プレ保育）に
ついては、一律に幼児教育・保育の無償化の対象とはなり
ませんが、保育の必要性のある子どもの定期利用を主とし
て対象としているなど、実施の態様に照らして、一時預かり
事業や認可外保育施設としての届出を行っている場合に
は、保育の必要性が認められる住民税非課税世帯の子ど
もは子育てのための施設等利用給付の対象となります。
（月額上限4.2万円）

5 幼稚園のプレスクール

幼稚園のプレスクールでは、時間帯によって保育の形態が
異なることが考えられますが、時間帯によって、確認申請
の内容が異なることになるのですか。（午前中は３歳クラス
と同一の部屋で保育を行うが、午後は幼稚園と分けられた
施設で保育を行う場合など）

幼稚園における３歳児未満の保育については、認可外保
育施設又は一時預かり事業として届出がなされている場
合、施設等利用給付第３号認定こどもを対象として無償化
の対象となります。こうした取扱いについては、今後、幼稚
園併設認可外保育施設を届出対象とする児童福祉法施行
規則の改正に併せて整理して周知する予定です。
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6 幼児教育類似施設

保育の必要性のない子どもが幼稚園や認定子ども園以外
の幼児教育を目的とする施設を利用する場合、幼児教育・
保育の無償化の対象となるのですか。

今般の幼児教育・保育の無償化は、①幼児教育の質が法
律により制度的に担保された幼稚園、保育所、認定こども
園等に通う子どもを対象とするとともに、➁待機児童対策
の観点から、認可外保育施設等に通う子どものうち、保育
の必要性のある子どもについても対象とするものです。
したがって、認可を受けていないが、地域や保護者のニー
ズに応えて教育活動を行っている、いわゆる幼児教育類似
施設については、乳幼児が保育されている実態がある場
合、認可外保育施設の届出があれば、当該施設を利用す
る子どものうち、保育の必要性のある子どもについては子
育てのための施設等利用給付の対象となる一方、保育の
必要性のない子どもについては子育てのための施設等利
用給付の対象となりません。

7 幼児教育類似施設

各種学校は幼児教育・保育の無償化の対象となりますか。 今般の幼児教育・保育の無償化は、これまでの段階的な無
償化の取組を一気に加速し、法律により幼児教育の質が
制度的に担保された施設であり、広く国民が利用している
幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化するととも
に、保育の必要性のある子どもについては、認可外保育施
設等の費用も幼児教育・保育の無償化の対象とするもので
す。
各種学校については、①幼児教育を含む個別の教育に関
する基準とはなっておらず、多種多様な教育を行っており、
法律により幼児教育の質が制度的に担保されているとは
言えないこと、➁また、学校教育法に基づく教育施設につ
いては、児童福祉法上、認可外保育施設には該当しないこ
とから、今般の無償化の対象とはなりません。

8 幼児教育類似施設

インターナショナルスクールは幼児教育・保育の無償化の
対象となりますか。

インターナショナルスクールについては、法令上の定義は
なく、その設置形態等は施設によって様々であり、今般の
幼児教育・保育の無償化の対象となるかは、それぞれの施
設の設置形態や保育の必要性等によって異なってきます。
例えば、幼稚園としての認可を受けていれば、無償化の対
象になりますし、認可を受けていなくても、乳幼児が保育さ
れている実態がある場合、認可外保育施設の届出があれ
ば、保育の必要性のある子どもについては施設等利用給
付の対象となります。
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9 広域利用

居住している市町村とは異なる市町村の新制度未移行の
幼稚園を利用した場合も幼児教育・保育の無償化の対象と
なりますか。

居住している市町村とは異なる市町村の新制度未移行の
幼稚園を利用した場合についても、その利用料について、
月額2.57万円を上限として子育てのための施設等利用給
付の対象となります。保育の必要性の認定がある場合に
は、預かり保育事業についても月額1.13万円を上限に子育
てのための施設等利用給付の対象となります。

10 外国籍の子ども

外国籍の子どもは無償化の対象となりますか。 子ども・子育て支援新制度に基づく支援の対象は、日本国
籍の有無、戸籍・住民登録の有無にかかわらず、当該市町
村での居住の実態があれば、幼児教育・保育の無償化に
ついても、この考え方が変わるものではありません。

【２．幼児教育・保育の無償化の上限額等】

No. 事項 問 答

11 未移行幼稚園の上限額

子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園と、新制度
未移行の幼稚園では、幼児教育・保育の無償化の上限額
に違いはありますか。

子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園は、教育・
保育給付第１号認定子どもの利用者負担額の全額が無償
化となります。
新制度に移行していない幼稚園の場合は、各園による自
由価格であり、新制度の幼稚園との公平性の観点から、教
育・保育給付１号認定子どもの利用者負担額の上限である
月額2.57万円を上限として無償となります。

12 未移行幼稚園の上限額

新制度未移行の幼稚園の利用料が月額2.57万円より安い
場合、差額（例えば利用料が月額２万円の場合は5,700円）
を他のサービスの幼児教育・保育の無償化に利用すること
はできますか。

今般の幼児教育・保育の無償化は、教育・保育の必要性に
応じて個々人に必要とされる教育・保育に係る利用料を無
償化することとしています。
このため、新制度未移行の幼稚園においては、「月額2.57
万円を無償化」するのではなく、「幼稚園の利用料を無償化
する」という考え方に立って、新制度の幼稚園との公平性
の観点から月額2.57万円という上限を設けているという考
え方であるため、利用料が月額2.57万円よりも低い場合で
も2.57万円との差額を他のサービスの無償化に利用するこ
とはできません。

13 未移行幼稚園の上限額

新制度未移行の幼稚園の利用料が月額2.57万円より高い
場合、その差額（例えば利用料が月額３万円の場合は
4,300円）は自己負担になりますか。

新制度未移行の幼稚園の利用料が月額2.57万円より高い
場合、その差額は利用者の自己負担になります。
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14 預かり保育事業の上限額

保育の必要性があると認定され、幼稚園と幼稚園の預かり
保育事業を実施する場合、幼稚園の預かり保育事業の施
設等利用費の月額上限額はいくらですか。

保育所等の利用者との公平性の観点から、認可保育所に
おける保育料の全国平均額（３歳から５歳までの場合、月
額3.7万円）から、幼稚園利用料に係る施設等利用費の上
限額（月額2.57万円）を差し引いた額（月額1.13万円）が預
かり保育事業（認定こども（１号）を含む。）に係る施設等利
用費の上限額となります。
なお、給付の適正を図るため、施設等利用費の支給額の
算定については、実際の預かり保育事業の利用量に応じ
た計算とすることとしています。具体的には、利用日数に日
額単価（450円）を乗じて計算した支給限度額（上限1.13万
円）と実際に支払った利用実績額を月毎に比較して、少な
い方が支給額となる仕組みとなります。

【参考】
ある月の支給額算定方法（例）
・預かり保育の利用料として園に支払った額の月内総額：Ａ
円
・支給限度額：利用日数×日額単価（450円）＝Ｂ円（上限：
11,300円）
　⇒Ａ円とＢ円のうちいずれか小さい方を保護者に対して支
給

15 預かり保育事業の上限額

幼稚園の預かり保育事業について、長期休業期間中の利
用料が月額上限額を超過する場合がありますが、施設等
利用費の支給は月額上限額×12か月の範囲内であれば、
当該月のみ月額上限額を超過してもよいでしょうか。

年単位（年度単位）ではなく、各月毎に、利用日数に日額単
位（450円）を乗じて計算した支給限度額（上限1.13万円）と
実際に支払った利用実績額を月毎に比較して、少ない方が
支給額となります。したがって、長期休業期間中など、利用
実績額が施設等利用費の月額上限額を超過した月があっ
た場合でも、他の月の施設等利用費上限額で超過分を補
填することはできません。（認定こども園（１号認定）も同
じ。）

16 預かり保育事業の上限額

新制度未移行の幼稚園の利用料が月額2.57万円より低い
場合でも、預かり保育事業の施設等利用費の上限金額は
1.13万円ですか。それとも3.7万円と利用料との差額（例え
ば月額1.7万円の幼稚園を利用している場合、3.7万円-1.7
万円=2万円）ですか。

幼稚園の利用料（教育標準時間部分）と預かり保育事業の
利用料は、区分して管理することとなりますので、その場合
も、月額1.13万円が預かり保育事業の施設等利用費の上
限額となります。
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17 預かり保育事業の上限額

保育の必要性を認定された住民税非課税の世帯の子ども
が、年度途中で３歳になり幼稚園に通っている場合、幼稚
園の預かり保育事業は幼児教育・保育の無償化の対象と
なりますか。また、その場合の上限額は何円ですか。

年度途中で満３歳となり幼稚園に入園した子どもが利用す
る預かり保育事業については、保育の必要性があり市町
村民税非課税世帯の場合に、施設等利用給付第３号認定
を受けることにより、子育てのための施設等利用給付の対
象となります。
その場合の預かり保育事業の施設等利用費の上限額は、
認可保育所における保育料の全国平均額（月額4.2万円）
から、幼稚園利用料に係る施設等利用費の支給上限額
（月額2.57万円）を差し引いた額（月額1.63万円）となります
が、預かり保育事業については満３歳とその他の３歳から
５歳までで保育料が異なるといった事情がないため、満３歳
についても３歳から５歳までの場合と同じ日額単価（450円）
で、利用量に応じた支給額の計算を行うことになります。

18 預かり保育事業の上限額

幼稚園の預かり保育事業の上限額について、例えば利用
料の日額は１日500円、月額最大5000円としている場合、
12日以上使った場合には自己負担がなく、それ未満の利
用日数だと自己負担が発生するということになりますが、利
用が少ない場合に自己負担が発生する仕組みは不公平で
はないですか。

預かり保育事業に係る施設等利用費の支給上限額は、給
付の適正化を図る観点から、利用日数に応じた計算方法と
しております。したがって園の料金設定や個別利用者の利
用実態によって、利用日数が少ない場合などに自己負担
が生じることもあり得るものと考えます。

【３．施設等利用給付認定】

No. 事項 問 答

19 就学猶予の取扱

就学猶予により、６歳以上児が幼稚園等を利用した場合
は、幼児教育・保育の無償化の対象となりますか。

現行の子どものための教育・保育給付や就園奨励費補助
についても、就学猶予の場合は、６歳以上児についても給
付の対象となっているのと同様に、新制度未移行の幼稚園
や預かり保育事業についても、子育てのための施設等利
用給付の対象となります。
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20
幼稚園等の無償化対象
期間

３歳から５歳までの幼児教育・保育の無償化の開始年齢
は、満３になった日からですか。満３歳になった最初の４月
からですか。また、６歳の誕生日に無償化が終了してしま
すのですか。

今回の幼児教育・保育の無償化では、小学校就学前の３
年間分の保育料を無償化することを基本的な考え方として
おります。このため、保育所等を利用する子どもについて、
年度途中に満３歳になっても、翌年度の４月からの利用料
が無償化され、また、年度途中に満６歳になっても、その年
度の３月までの利用料は無償となります。
一方、幼稚園については、①学校教育法上、満３歳（３歳に
なった日）から入園できることとされている、➁満３歳児は翌
年度の４月を待たず年少クラスに所属する場合も多い、③
現行の幼稚園就園奨励費も満３歳から補助対象としてい
る、といった他の施設・事業にはない事情を踏まえ、満３歳
になった日から無償化の対象となります（認定こども園（教
育・保育給付第１号認定を含む。）。
ただし、幼稚園の預かり保育事業については、保育所等と
の公平性の観点から、住民税非課税世帯を除き、翌年度
（４月）からが子育てのための施設等利用給付の対象とな
ります。

21 階層判定の要否

幼児教育・保育の無償化の実施後も、３歳から５歳までの
子どもの利用者負担額の階層判定は必要ですか。

３歳から５歳までの子どもの幼稚園、認定こども園等の利
用においては、今般の幼児教育・保育の無償化に伴い、保
育料の算定にあたっては階層区分の判定は不要となりま
すが、副食費の免除等にあたって、所得情報の確認が必
要となります。

22 追加認定

幼稚園や認定こども園において、教育・保育給付認定第１
号認定を取得した子どもが利用する預かり保育事業が施
設等利用給付の対象となるためには、別途、施設等利用
給付第２・３号認定が必要になるのですか。

教育・保育給付第１号認定を取得して幼稚園や認定子ども
園を利用している子どもの場合、預かり保育事業が無償化
の対象となるためには、当該教育・保育給付第１号認定に
加えて、施設等利用給付第２号・３号認定が必要となりま
す。

【４．施設等利用費の給付】

No. 事項 問 答

23
未移行幼稚園の算定方
法（入園料）

新制度未移行の幼稚園における入園料は施設等利用費
の対象になりますか。

新制度未移行の幼稚園の入園料については、これまでも
教育に要する費用を賄うための費用として就園奨励費の補
助対象とされてきたところであり、子育てのための施設等利
用給付においても、利用料の上限月額2.57万円の範囲内
で施設等利用費の対象に含まれます。
ただし、制服費やＰＴＡ会費など、通常教育・保育に要する
費用とはいえない性質のものが入園料の中に含まれてい
る場合、その部分については施設等利用費の対象とはなり
ません。
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24
未移行幼稚園の算定方
法（入園料）

新制度未移行の幼稚園について、幼児教育・保育の無償
化実施後に転園した場合、転園先の幼稚園の入園料は無
償化の対象になるのですか。

転園先の入園料も施設等利用費の対象になります。
ただし、対象となる入園料は、当該転園先の幼稚園におけ
る在籍初年度において、実際に支払った入園料をその初
年度における転園先の在籍月数で除す（月毎に10円未満
の端数は切り捨て。以下同じ。）ことで算定することになり、
これと月毎の保育料を加えた額が月額2.57万円を上限とし
て施設等利用費の対象となります。

25
未移行幼稚園の算定方
法（入園料）

新制度未移行の幼稚園の利用者が、入園初年度の途中に
当該園に在園したまま市町村を越えて転居した場合、入園
料の月額換算額はどのように算定するのですか。

新制度未移行の幼稚園の利用者が、入園初年度の途中に
当該園に在園したまま市町村を越えて転居した場合、転居
の前後で施設等利用費を給付する市区町村が変わります
が、それぞれの自治体に居住している期間における入園料
や保育料は、月額上限額の範囲内で施設等利用給付の対
象となります。
この際、入園料を転居前に支払っている場合であっても、
退園や転園をしていないことから、転居後の自治体におい
ても、支払った入園料を、転居前を含む入園初年度の在籍
月数で除すことにより入園料の月額換算額を算定すること
になります。

26
未移行幼稚園の算定方
法（入園料）

新制度未移行の幼稚園において、入園料を入園前までに
徴収している場合、無償化の対象となりますか。この場合、
入園料の月額換算額はどのように算定するのですか。

施設等利用費の給付対象期間は、利用者が当該施設を利
用している期間ですが、利用者が新制度未移行幼稚園と
の契約等に基づき、入園料を入園前に支払った場合であっ
ても、施設等利用費の対象となり、入園料の月額換算額
は、支払った入園料を入園初年度の在籍月数で除すことに
より算定することになります。
逆に、入園料の支払いが入園後５月以降となった場合で
も、４月から入園している場合は、４月を含めた入園初年度
の在籍月数で月額換算額を算定することになります。

27
未移行幼稚園の算定方
法（入園料）

新制度未移行の幼稚園において、入園料を年度で分割し
て設定（満３歳で入園する時と、３歳児クラスに進級する時
の２回払いなど）している場合、２回目以降の入園料は施
設等利用費の対象になりますか。この場合、入園料の月額
換算額はどのように算定するのですか。

新制度未移行の幼稚園が入園料を年度で分割して設定し
ている場合は、入園初年度分として支払う入園料に加え、
２回目以降に支払う入園料も施設等利用費の対象となりま
す。この場合の月額換算額の算定方法は入園初年度と同
様です。

28
未移行幼稚園の算定方
法（入園料）

新制度未移行幼稚園の利用者が、入園初年度の月途中に
入・退園した場合、入園料の月額換算額はどのように算定
するのですか。

新制度未移行の幼稚園において、月途中に園児が入・退
園した場合、施設等利用費の月額上限額は、当該月にお
ける入園以降の開所日数や退園までの開所日数に応じて
日割り計算を行うことになりますが、支給額算定において
保育料の支払い額を日割り計算しないことと同様に、入園
料の月額換算額については日割り計算を行う必要はありま
せん。
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29
未移行幼稚園の算定方
法（入園料）

新制度未移行の幼稚園において、入園初年度に園児が休
学した場合、入園料の月額換算額を算定する際の在籍月
数に休学期間は含めるのですか。

新制度未移行の幼稚園において、園児が病気や怪我等の
理由により長期間にわたり継続的に休学している場合、そ
の休学期間は「利用」に当たらないため、施設等利用費の
対象から除外することとなります。同様に、入園初年度に園
児が休学した場合も、休学期間は施設等利用費の対象と
はならず、入園料の月額換算額は、支払った入園料を、休
学期間を除く初年度の在籍月数で除すことにより算定する
ことになります。
なお、支給額算定において保育料の支払い額を日割り計
算しないことと同様に、月途中に休学や復学した場合で
あっても、入園料の月額換算額の算定では日割り計算は
不要です。

30
未移行幼稚園の算定方
法（入園料）

新制度未移行の幼稚園において、３歳の誕生日を迎えて
いない２歳児に対して、「未満児クラス」への「入園」に際し
て「入園料」を求めている場合があり、その後３歳以降にも
「入園料」を求めるケースと求めないケースなど、様々な実
態があります。
この場合の２歳児・未満児の「入園料」は、認可外保育施設
または一時預かり事業の利用料として扱うのですか、それ
とも３歳以降の正式な「幼稚園入園」の後に、３歳以降に支
払う入園料や保育料と合わせて無償化の対象とするので
すか。

幼稚園における入園料は、満３歳以上の教育・保育に要し
た費用の前納金としての性質を踏まえて無償化の対象とし
ているものであり、未満児クラスへの入園料は対象となりま
せん。未満児クラスの入園料に正式入園後の入園料が含
まれるような場合でも、正式入園に際して別途分割して徴
収される形であれば、当該分割された入園料を無償化の対
象として頂いて差し支えありません。

31
未移行幼稚園の算定方
法（その他）

例えば、2016年11月１日が誕生日の場合、年齢計算に関
する法律上は誕生日の前日である10月31日に年齢が加算
されますが、2019年10月31日から新制度未移行幼稚園に
入園する場合、10月分の保育料から無償化の対象となりま
すか。

御指摘のとおり、学校教育法第26条については、幼児は満
３歳に達する誕生日の前日から、幼稚園に入園及び通園を
することができるものと解されます。例えば10月31日付で対
象となる子どもが入園する場合には、月額上限額を日割り
計算した上で、10月分の保育料や入園料（月額換算額）に
ついても施設等利用費の対象となります。
※上記例で私立幼稚園の場合、10月分の月額上限額は、
25,700円×1日÷10月の平日開所日数

32
未移行幼稚園の算定方
法（その他）

新制度未移行の幼稚園について、国が示す施設等利用費
の請求書雛形では「利用料の設定が月単位を超える場合
は、当該利用料を当該期間の月数で除して算定」すること
が示されていますが、例えば８月のみ保育料を徴収してい
ない場合、８月は無償化の対象期間となりますか。

御指摘の例の場合、８月分の保育料のみ特定の月（複数
月を含む。）と合せて徴収していることや８月以外の各月に
平準化して徴収していることが園則上等で明確であれば、
該当する月数で除す（月毎に10円未満の端数は切り捨
て。）こと等の合理的な方法により、８月相当分を算出し施
設等利用費の対象とすることは可能です。
一方、８月分の保育料は発生していないという前提で料金
設定しているのであれば、8月分は施設等利用費の対象外
となります。
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33
未移行幼稚園の算定方
法（その他）

新制度未移行幼稚園の保育料について、月額保育料に教
材費込みと園則に記載している園がありますが、この場合
の教材費は施設等利用費に含まれますか。一方、保育料
とは別途徴収している教材費は施設等利用費に含まれま
すか。

教育課程の実施に必要な教材費のほか施設整備費や光
熱水費などは、経費の性格として、教育・保育に要する経
費として施設等利用費の対象となる利用料（特定子ども・子
育て支援利用料）に含めて差し支えありません。一方で、教
育課程の実施に不要な任意の教材購入費や、日常生活に
要する費用に該当するような日用品費（文具費や制服代）
については、施設等利用費の対象となる利用料に含まれま
せん（特定費用）。各園においては適切に特定子ども・子育
て支援利用料と特定費用を区分して領収証等の発行を行
う必要がありますが、仮に園が教材費を保育料とは別途徴
収し特定費用として整理した場合は、施設等利用費の対象
となりません。

34
未移行幼稚園の算定方
法（その他）

新制度未移行の幼稚園では、入園料のほかに、出願料の
納付を求めている園がありますが、施設等利用費の対象と
なりますか。

出願料や検定料の類は、通常教育・保育に必要な経費に
該当しないことから施設等利用費の対象ではありません。

【５．預かり保育事業】

No. 事項 問 答

35 利用制限

無償化に伴い、預かり保育事業の利用者数の増加が予想
されますが、定員を超える申し込みがあった場合、園の判
断で利用を断ったり利用者の選定をすることは可能です
か。

各園が人員配置等を踏まえ設定する定員を超える預かり
保育事業の利用申し込みがあった場合には、各園の判断
で利用をお断りすることや、対象者を選定することは可能で
あると考えます。
ただし、保護者の保育ニーズを可能な限り満たすことが待
機児童対策の観点からも重要であることから、国としては、
長時間利用にかかる加算等の予算を充実させてきていると
ころであり、このような予算の活用も含め、預かり保育事業
の十分な提供に御協力いただきたいと考えております。

9 / 13 ページ



【６．食材料費等の取扱い】

No. 事項 問 答

36
施設が徴収している経費
の取扱

保護者から徴収している通園送迎費、食材料費、行事費な
どの経費は、施設等利用費の対象になりますか。また、特
定教育・保育施設における食材料費については、認定区分
間で負担方法が異なていますが、取扱いを見直すのです
か。

保護者から施設が徴収している教育・保育において提供さ
れる便宜に要するこれらの経費は、無償化の対象とはなり
ません。
また、特定教育・保育施設における食材料費の取扱いにつ
いては、これまでも基本的に、施設からの徴収又は保育料
の一部として保護者が負担してきたことから、幼児教育・保
育の無償化に当たっても、この考え方を維持します。具体
的には、幼稚園・保育所等の３歳から５歳までの子どもの
食材料費については、主食費・副食費ともに施設による徴
収を基本とします。ただし、生活保護世帯やひとり親世帯等
については副食費の免除を継続するとともに、免除対象者
の範囲を年収360万円未満相当の世帯まで拡充します。
また、新制度の対象とならない幼稚園においても、同様の
負担軽減を図ることとします。
なお、無償化の対象範囲が市町村民税非課税世帯までに
限られる教育・保育給付第３号認定子どもについては、現
行の取扱いを継続することとしています。

37 補足給付事業

現行の補足給付事業は継続されますか。 現行の補足給付事業のうち教育・保育給付第１号認定子ど
もに対する副食費の助成事業については、低所得世帯等
の副食費の負担免除に伴う公定価格上の加算を設ける予
定であることを踏まえ、廃止します。
また、現行の事業のうち、教育・保育給付第１号～３号認定
子どもの教材費・行事費等の助成事業については、これま
で通り継続します。
さらに、未移行幼稚園の給食費（副食費）についても、新た
に補足給付事業の対象となります。

38
預かり保育事業における
副食費

新制度幼稚園の副食費について、長期休業期間中、利用
者は教育標準時間の活動ではなく、預かり保育事業しか使
わない形となりますが、施設は低所得者世帯等に対して、
同事業の中で提供される副食費を徴収することは可能です
か。また、公定価格における副食費の加算の対象となりま
すか。

新制度幼稚園において、夏休み期間など長期休業中にお
いて預かり保育事業しか利用しない場合、同事業の中で提
供される副食費は施設による徴収が可能です。また、公定
価格における副食費の免除対象者に係る加算の対象にも
なりません。
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39 低所得者世帯への配慮

副食費について、新制度未移行の幼稚園を利用する低所
得者世帯への配慮は行われるのですか。

新制度未移行の幼稚園を利用する場合に徴収される食材
料費についても、低所得者世帯の負担軽減を図る観点か
ら、新制度幼稚園を利用し公定価格内で副食費の徴収が
免除される対象と同じ世帯について、その副食費を地域子
ども・子育て支援事業における補足給付事業の対象とする
ことにより負担軽減を図ります。

40 多子減免算定基準

新制度未移行の幼稚園の副食費に係る補足給付事業に
おける、多子軽減の算定基準はどのようになりますか。

現在の就園奨励費における多子減免の取扱いを踏襲し、
小学校第３学年修了前を算定基準とします。

41 副食費の徴収額

副食費の施設による徴収額は施設によって異なると思いま
すが、一律に4,500円になるのですか。それとも施設ごとに
任意の金額を徴収してよいのでしょうか。

副食費の徴収額は、それぞれの施設において、実際に給
食の提供に要した材料の費用を勘案して定めることになり
ます。

42 特別食の提供に係る徴収

アレルギーのある児童への除去食や代替食等による対応
に要する費用については、別に徴収することが可能なので
しょうか。

副食費の徴収額については、施設の子どもを通じて均一と
します。アレルギー除去食等の特別職を提供する子どもに
ついても、他の子どもと異なる徴収額とする必要はありませ
ん。
なお、特別職の提供に係る費用のうち人件費等は食材料
費には当たらず、給付費の中で措置されているため、保護
者に負担を求めることはできません。

43 副食費の徴収額

児童の欠席や一定期間休園などの場合は、副食費の徴収
はどうすればよいですか。

副食費の徴収額は、月額を基本とします。ただし、土曜日
に恒常的に施設を利用しない者や長期入院のような、施設
があらかじめ子どもの利用しない日を把握し、配食準備に
計画的に反映することが可能である場合には、徴収額の減
額等の対応を行うことが考えられます。
なお、月途中の退園や入園の場合には、施設型給付費や
地域型保育給付費と同様に、日割り計算等の減額調整を
行って差し支えありません。

44 副食費に含まれるもの

副食費の範囲はどこまでなのでしょうか。おやつ代、牛乳
代、お茶代、調理員の人件費、調理器具の減価償却費、光
熱水道費などは含まれるのでしょうか。

施設が徴収する副食費は副食の食材料費であり、具体的
にはおやつや牛乳、お茶代を含みます。なお、調理員等の
人件費、厨房設備等の減価償却費、光熱水費は含みませ
ん。
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45
未移行幼稚園の食材料
費と保育料

新制度未移行の幼稚園の中には、「費用の区分なく単一の
保育料として園則で定められるとともに保護者に対しても示
されて」おり、「同一学年の在園児全員から一律に徴収さ
れ、在園児全員に対する教育上必要なものに充当されるも
の」であれば、保育料に給食費が含まれていても就園奨励
費補助金の国庫補助対象となり得るもの（平成26年7月25
日付文部科学省初等中等教育局幼児教育課事務連絡）」
とされていたことから、保育料に給食費が含まれている園
があります。令和元年10月から、保育料と食材料費を切り
分けて徴収しなければならないのでしょうか。

今般の幼児教育・保育の無償化では、全ての施設・事業に
係る給付を通じて食材料費・日用品費等（特定費用）につ
いては、無償化の対象となる利用料（特定子ども・子育て支
援利用料）には含めることはできないため、特定子ども・子
育て支援利用料と特定費用は切り分けて額を設定していた
だく必要があります。
したがって、食材料費等の特定費用は特定子ども・子育て
支援利用料とは別途徴収することが基本となると考えられ
ますが、保護者に対して発行し、施設等利用費の支給の根
拠資料となる領収証において両費用を確実に区分して記
載することを前提に、保護者からは両費用を一体的に徴収
することも可能です。
なお、保育料とは別途徴収する場合、給食費は消費税が
課税されることに御留意ください。
また、食材料費については、在宅で子育てをする場合でも
生じる費用であることから、一部の減免等を除き、基本的
は保護者にご負担いただく性格の費用と思われますが、仮
に給食代を徴収せずに給食を実施している場合は、食材
料費にかかる財源を明確に示すなど、食材料費を無償化
の対象から確実に除外していることを園から説明していた
だくことが必要となります。

46
未移行幼稚園の食材料
費と保育料

新制度未移行の幼稚園において、食材料費の徴収に伴
い、保育料の変更を行う場合、学則（園則）の変更を行う必
要がありますか。

無償化の対象となる利用料（特定子ども・子育て支援利用
料）には食材料費を含めることはできないため、特定子ど
も・子育て支援利用料と食材料費は切り分けて額を設定し
ていただく必要がありますが、学則（園則）に記載する保育
料については、その内容について特段の定めがないため、
給食費を含めた額を記載することも可能です。なお、その
場合でも、保護者に対して特定子ども・子育て支援利用料
とそれ以外の徴収費用を分かりやすく示すとともに、保護
者に対して発行し施設等利用費の支給の根拠資料となる
領収証において両費用を確実に区分して記載していただく
必要があることに留意してください。
なお、学則（園則）上の保育料を変更した場合には、変更事
由とともに学則（園則）変更の届出を都道府県知事に行う
必要があります。（実費徴収額については、学則（園則）に
記載する必要なし（各園の判断により、記載することも可
能））
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47 副食費の加算額

特定教育・保育施設等における副食費の施設による徴収
の免除対象者分については、公定価格において新たな加
算を設けるとのことですが、施設や事業によって徴収金額
が異なったり、弁当持参の日がある施設・事業が存在する
中で、新たな加算については均一の単価が設定されるので
しょうか。

新たな加算については、各施設における設定金額にかか
わらず、次の単価について、児童の居住する市町村が各施
設に通知した免除対象者の数に応じて請求・支給すること
を基本とします（告示及び通知を改正予定）。

・教育・保育給付第１号認定子ども・・・月額4,500円×（当該
月における給食実施日数÷基準日数）
※給食実施日数は、希望する子ども全員におかずを提供
できる体制をとっている日に限る。基準日数は検討中。

【７．質の向上を伴わない理由のない利用料の引上げ防止について】

No. 事項 問 答

48 上乗せ徴収

主に特定教育施設で実施されている幼児教育の質の向上
のための上乗せ徴収については、保育料の一部ですが無
償化の対象となりますか。
また、令和元年10月の幼児教育・保育の無償化開始に伴
い、考え方や取り扱い方法に変更がありますか。

特定教育・保育施設においては、法施行令の改正により、
幼児教育・保育の無償化の対象者の公定価格上の利用者
負担額が「零」となりますが、上乗せ徴収は無償化の対象
とならず、これまで同様、保護者の同意を得て徴収可能で
す。上乗せ徴収の考え方や取り扱い方法については、幼児
教育・保育の無償化実施後も特に変更するものではありま
せん。
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